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1　はじめに

グローバル化が進み、ヒトやモノ、資本、情報が国境を越えて移動するよ
うになった今日、いずれの社会においても多様化が急速に進んでいる。そこ
では、民族や宗教、言語などの文化の多様性とそれに伴う社会変容が、様々
な形で問題になっている。国民国家においていかに国民を形成し、かつ国家
としての統合を図るかという伝統的な国家課題の次に、国籍はもたないもの
の社会の構成員である人々の「シティズンシップ」をいかに考えるかという
問題が浮上している。「持続可能な開発のための教育（ESD）」や「万人のた
めの教育（EFA）」における国際的な議論のなかで「グローバル・シティズン
シップ」の育成がテーマのひとつとされ、責任ある「市民」として次世代を
育てることの重要性が課題となっているのも、このためである。
このように、「シティズンシップ」を考えることの重要性については言う
までもないが、それでは何が「シティズンシップ」なのかという定義につい
ては、それぞれの社会によって様々な解釈がある。それは、社会の政治的、
経済的事情が千差万別であり、そこで求められる「市民」像が異なるためで
ある。教育を通じて「シティズンシップ」の育成が図られる場合、それぞれ
の教育課程や教育目標の違いにはそうした「市民」像の差異が反映され、求
められる「シティズンシップ教育」も異なるものとなり得る。このことを踏
まえた場合、本特集のテーマである「グローバル・シティズンシップ」にい
たっては、字義通り地球社会全体に通用するシティズンシップと解釈すると
すれば、なおさらその定義は難しい。国民国家を軸とした社会にとどまらず
「グローバルな社会」というものを想定すること自体が、実態として明確に
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しにくいためである。
小論では、ある社会から別の社会へ移動する人々を対象とし、その人々の

「市民像」がいかに特定しにくいものであるかということを踏まえ、「シティ
ズンシップ」の多義性について考察する。そこでは「シティズンシップ」を
特定の定義のもとに明確化することを目的とするのではなく、そもそも「シ
ティズンシップ」の定義は一様ではなく複雑であること、また「市民」とし
て位置づけられる場合でも、「市民」それぞれのあり方は決して固定化され
るものではなく、それ自体がまた移り動く流動的な性格をもつことを整理す
る。

2　分析の視点

2.1　移動の要因―個人の意思と国家・社会の意図―
異なる文化をもつ社会間を移動する人々には様々な事例が含まれるが、こ
こでは「シティズンシップ」の育成につながる教育と直接的な繋がりをもち、
かつ国境を越えた移動と関連する事象として、外国につながる子どもたちの
教育の側面から、それぞれが対象とする「シティズンシップ」の多義性と流
動性を考察する。
国境を越えて人々が移動する場合、移動のきっかけとしては様々な理由が
考えられる。そのなかにあって、表面にはなかなか出にくいものの最も大き
な要因として挙げられるのは、移動する個々人の意思である。外国人労働、
留学、国際交流のいずれにおいても、実態としての人々の動きがなければ、
政策を展開しても効果は出ない。他方で「シティズンシップ」を考える場合
に複雑なのは、それぞれの社会で規定される「シティズンシップ」が、基本
的に人々の意思によって決められるのではなく、その社会の規範や体制に
よって決められる面が大きく、その意味で国家の政治的意図を抜きには「シ
ティズンシップ」の形成を語ることはできないという点である。人々の移動
を規定するのは、個々人の意思による部分と、その一方でそうした移動を制
度的に支える国家や社会の意図があり、それが「シティズンシップ」のあり
方であり、両者がともに影響を及ぼしている。
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2.2　移動する人々の多様性
次に移動する人々をめぐって重要なのは、オールドカマー、ニューカマー、
留学生、国際交流の参加者のいずれをとっても、それぞれの具体的な「人々」
の像が必ずしも一様ではないということである。日本で一般的にいわれる
オールドカマーは、通常、1980年代までに何世代にもわたって日本に居住
してきた外国籍の人々を指し、1980年代以降に増加するようになったニュー
カマーの人々とは区別される。しかしながら、このオールドカマーだけを
とっても在日の韓国籍、朝鮮籍、中国籍の人々を含み、かつそれぞれのエス
ニックグループのあり方は一様ではない。1980年代以降増加してきたニュー
カマーについても同様であり、そこにはオールドカマーに分類される「老華
僑」に対して新たに来訪した中国系の「新華僑」や、1990年代以降、「出入国
管理及び難民認定法」（通称：入管法）の改正により増加した日系ブラジル
人、日系ペルー人など、多様性に富んだ異なるエスニック・グループが含ま
れる。そこでは、たとえ同じエスニック・グループどうしでも、「老華僑」
と「新華僑」では言葉は通じても考え方に大きな違いがあり、あくまでも自
分の出自にこだわる人が多い「老華僑」に対して、「新華僑」のほうは、経済
的・社会的に有利とみれば帰化についてもより柔軟な考えをもっているとい
われる。
留学生にしても同様である。日本で学ぶ留学生を考えた場合、在留資格と
して一様に「留学」ビザをもっているのが「留学生」ではあるが、実際には国
費留学生と私費留学生の違いや、大学院留学、学部留学、語学留学の違い、
あるいは学位取得を目的とした長期にわたる留学や短期留学プログラムの違
いなど、目的の多様性によって実に様々な留学生像を描くことができる。海
外の例をみると、昨今では、当該国への留学はあくまでも留学計画全体の一
部でしかなく、そこでの留学経験をあくまでも中継地点（トランジット・ポ
イント）としてしか位置づけずに最終目的地は別にあると考える留学もあ
る。こうした状況をまとめると、移動する人々のなかにも様々な意図があり、
従来は主流であった二国間の留学のような、留学先からの技術・知識の習得
や異文化理解、相互交流を目的としていた留学だけではなく、どのルートで
何の学位を取得するのが効率的な留学になるかという戦略に富んだ留学もあ
る。
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2.3　「グローバル人材」をめぐる議論
こうした移動する人々の多義性が問題とすべきだと考えるのは、今日、日
本において盛んに議論されるようになった「グローバル人材」という概念が、
国際性の習得や異文化に対する理解、そしてそれらを可能とする留学経験の
重視ということと関連づけて頻繁に語られるためである。そこではどうして
も、「グローバル人材」という人物像が所与のものとしてあり、そうした人
材を育てるためにはどのような施策が必要かという議論に終始してしまいが
ちである。しかしながら、異文化間教育学が研究対象として取り扱う様々な
文化的枠組みを有する人々の存在を考えた際に、はたして「グローバル人材」
は固定的な人物像として語られるだけでよいのだろうか、という課題が浮か
び上がる。
「グローバル人材」をめぐる議論については、吉田（2014）が日本の高等教
育政策との関連においてその特徴をまとめており、当該概念が2000年代以
降、産業界を中心に海外勤務従業員の育成が課題とされるなかで注目を集め
始め、2000年代後半以降はそれが大学の課題となり、国の競争的資金導入
に誘導されながら海外留学と実践的な英語教育に重点をおいた「グローバル
人材」の育成策に結びついたと分析している。吉田は、こうした一連の論点
が日本人や日本企業のために展開するという「ローカリティ」に根差した議
論に終始している点を指摘している。なかでも重要なのは、こうした一連の
施策のなかで、「グローバル人材」の定義が、経産省と文科省が共同でまと
めた「産学人材育成パートナーシップ」（2007年創設）の提言に基いて、2009
年に設置された「グローバル人材育成委員会」と同委員会報告書『産学官で
グローバル人材の育成を』（2010年）での考え方、すなわち①社会人基礎力
を備え、②外国語（英語）でのコミュニケーション能力をもち、③異文化理
解・活用力がある者、に軸があるという点である。この柱は、官房長官、外
務、文科、厚労、経産、国家戦略担当の各大臣から成る「グローバル人材育
成推進会議」にも継承され、①語学力、コミュニケーション力、②主体性・
積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感、③異文化理解
と日本人のアイデンティティという要素が強調されるようになった。いわば
グローバリゼーションへの対応策としての「グローバル人材」像である。
こうした一連の議論について吉田（2014：172）は、「日本を相対化する視
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点と、それと関連してグローバリゼーションへの対応ではなく抵抗という視
点」が欠けていると指摘する。そして、「グローバル問題を考えるための知
識を学生に与え、解決するための能力を培うことで、グローバル人材は育成
されるのであり、（中略）世界をリードするような人材を育成する気概が必
要であろう。学生が海外留学でそのような視野の拡大が可能となるような配
慮、グローバルな問題を他国の学生と議論できるような英語教育が必要であ
ろう」と述べている。このことは、北村（2012：262–263）が日本の大学の国
際化を考えるうえで指摘している「グローバルな人材の育成とともに、グ
ローバルに人材を育成することが、これからの日本の大学には求められてい
る」という指摘とも重なる。すなわち、「グローバル人材」の具体像がはじめ
にあって、その定義の諸条件に適合する人材を育てるというのではなく、国
内外の様々な政治や社会、文化的状況をよく考慮し、そのうえで社会が求め
ている人材像を創り上げていくという発想である。
以上の点を踏まえると、「グローバル人材」については、特に産業界等か
らの示唆を受けて一応の定義はあるものの、それぞれの社会の文脈の部分で
語られるべき点も多く、「グローバル人材」のモデル像を各大学や組織等で
考える場合には、単に外国語能力に優れているということや、留学により異
文化への対応も経験・習得しているという固定的な捉え方だけではなく、む
しろ個々人がいかにグローバルな諸問題に対応するか、またその過程でいか
に柔軟に自らの立ち位置を考えようとしているかが問われていることに留意
する必要があろう。その意味では、そうした「グローバル人材」が日本では
一般的に日本人学生をどうグローバル人材として教育するか、という視点だ
けで語られることが多いのに対し、「グローバル人材」には日本人のみなら
ず海外から日本に来る外国籍の人々も含めて考える視点が求められる。

3　「グローバル・シティズンシップ」の諸相

3.1　	グローバル化時代におけるシティズンシップ概念の揺らぎと構築主
義的捉え方

「シティズンシップ」概念の多層性について、高祖（2014）は、グローバル
化時代を迎え、「近代国家のシティズンシップが直面する問題状況」（同：
192–197）を先行研究の議論を踏まえて整理している。高祖は、古代ギリシ
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アのポリスにおけるシティズンシップと近代国民国家におけるそれを対比
し、ナショナリズムを基盤とした国民国家では、理論的には平等主義であり
ながら、国家により統制を受けながら非直線的に発展してきたシティズン
シップの概念を整理している。すなわち、「17～18世紀の市民革命を経て、
市民層は、自由と権利の平等を主張し、国家に対して基本的人権の保障や、
生命と安全の保障を求め、『社会的、政治的ステータス』としての市民的権
利を獲得していった」（高祖，2014：192）が、ナショナリズムを基盤とする
近代国民国家のシティズンシップは政治的権利や社会的権利など様々な位置
づけと発展を遂げ、グローバル化時代の今日では、その概念そのものが問い
直されているという。
このように、シティズンシップの概念が決して固定的なものではなく流動
的なものであるという見方は、箕浦（2012）が「異文化間教育研究」という営
為をめぐって指摘している文化概念の捉え方にも示されている。すなわち箕
浦は、グローバル化の進展に伴い、「人が土地に縛られて生活しなくなり、
土地に結び付いた文化概念はグローバル時代を生きている人々の現実をもは
や反映しなくなった」（箕浦，2012：93）と述べ、「『文化』は人々の思考、行為、
価値判断などをめぐる利害関係者間の折衝のなかで構成されるという新たな
文化概念がでてきた」（同：93）ことを指摘している。そして、「相互作用の
なかで文化は絶えず変容するので、流動的（fluid）で雑種的（hybrid）なもの
として概念化されることとなった」（同：93）ことを挙げ、このことを「構築
主義的文化概念」と呼んでいる。

3.2　「グローバル・シティズンシップ」概念の見直し
以上述べたことを踏まえると、グローバル化時代においてシティズンシッ
プを考える場合に、旧来の近代的国民国家の枠組みで捉えられてきた「シ
ティズンシップ」は新たな組み直しを求められているといえる。すなわち、
「グローバル・シティズンシップ」を考えるにあたって前提となるヒトの国
際移動をめぐっては、移動の要因としての個人と国家の戦略の違い、ならび
に移動の多義性があり、かつ混同されやすい「グローバル人材」に対する固
定的な見方との相克がある。このことは「グローバル・シティズンシップ」
を考えるにあたり、より柔軟で多様な「シティズンシップ」を考えることが
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重要だということである。言い換えれば、本質主義的な見方を排して「グロー
バル・シティズンシップ」概念の脱構築を図ることである。そこでは、近代
国民国家で周辺におかれて排除されてきた集団、すなわち少数民族や女性、
障がい者なども含めたシティズンシップ概念の根本的な見直しが求められ
る。
その際に参考になるのは、本質主義批判をめぐる議論である。本質主義批
判をめぐっては渋谷（2013）が、ニューカマーの子どもたちの教育を捉え直
すうえで「ルーツからルートへ」という視点を提示している。渋谷はまず、
ニューカマーの子どもたちの教育実態を考えた時に、彼らの「見えにくさ」、
すなわち「幼少期から日本文化の中で育ち、日本名で生活する子どもたちが
多数を占めており、ニューカマーの子どもたちに固有の教育的ニーズが不明
確になってきている」（渋谷，2013：1）ことを指摘し、ルーツに固執してい
たのでは不十分であるとする。そして、「ルーツを問いただそうとすること
で、子どもたちが支援の場から去ってしまうことがある。（中略）在留資格
のない子どもたちや、日本生まれ、日本国籍でありながら、一方の親が外国
人であるような子どもたちは、排除されたり、劣位のカテゴリーに入れられ
たりすることを恐れて、自分のルーツを示すことを避ける。ルーツを問わず
にグレイゾーンを認める場所にこそ、彼らは集う」（渋谷，2013：3）と述べ
ている。そのうえで、ルーツに固執した本質主義だけでは不十分であり、文
化的アイデンティティを考察する方法として、ステュアート・ホール（1998）
の論考を参考にして、「あるもの」ではなく「なるもの」に着目し、ルーツに
こだわることからルートに着目することへの視点の転換を説いている1）。
ルートに着目することは、次に挙げる2つの点から、グローバル・シティ
ズンシップの概念を脱構築するのに重要な分析の視角を提供する。第1に、
ルートに着目して「あるもの」ではなく「なるもの」として移動するヒトを対
象とすることで、近代国民国家においてあるべき固定された「国民」を、所
与のものとしてではなく、移動によって多様な実態をもつ社会の構成員とし
て多層的に捉えることができる。そこでは国籍をもった者もいれば、国籍を
もたない外国籍の労働者や、二重国籍をもつ者、あるいは国際結婚によって
国籍を変えた者、移民や難民として国籍を変えざるを得なかった者など、多
様な人々が対象となる。今やシティズンシップは、そうしたいずれの構成員
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についても何らかの形であてはめられるべきものとして、多層性をもつので
ある。
第2に、ルートに着目して移動に配慮することで、そうした多様な人々が、
移動によってその時々の当該社会における位置取りを変え、移りゆく存在と
してある実態を捉えることができる。上述のようにシティズンシップは多様
であるばかりか、一人の個人においても、その人物が社会から社会へ移動す
ることにより、その時々で所属する社会におけるシティズンシップの対象と
なり、あるいは自らそれを選び取ることで立ち位置を変容させる。本質主義
的にルーツに注目していただけでは把握できない、概念の動的な解釈がそこ
にはある。

4　移動による立ち位置の変化と「グローバル・シティズンシップ」

4.1　外国につながる子どもたちと「居場所」の大切さ
移動による社会における立ち位置の変化とそれに伴う様々なシティズン
シップをもち得る事例として、「日本における外国につながる子どもたち」
をとりあげると、そこには、越境によってそれぞれ新たな見方や考え方、生
き方を身に付け、それを軸に様々な生き方を模索している様子がみて取れ
る。牛田（2014）は、南米につながる子どもたちに注目し、彼（女）らを取り
巻く教育の課題を明らかにするとともに、日本で育った、あるいは幼少期に
来日して日本の小・中学校、高校等で学んだ経験をもつ若者たちに、これま
でのそれぞれの人生の軌跡を自分たちの言葉で語ってもらった手記を掲載し
ている。彼らはそれぞれどのような生き方をしてきたかという点や、自分の
これまでの生活史を振り返り、出身国の社会と日本の社会の間でその時々で
日本社会と自分の出身国社会それぞれに対して、日本と出身国との制度の違
いや、それぞれの社会でいきていくためにコミュニケーションスキル、習慣
の違いなど何をどう身に付けたのか、さらには微妙な感情の違いや社会から
向けられる自分の立ち位置の変化を回想している。そして、外国につながる
子どもたちの考え方に学校や家庭、地域社会での様々な出会いが大きな影響
を与えていることを指摘している。そこには、国家が「外国人児童生徒」と
して一義的に考えて、義務教育の対象とはなっていないものの支援の対象と
して捉える場合とは異なり、個々人の視点が見出される。
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たとえば、日本で生まれて7歳まで過ごしたあと、14歳まではブラジルで
過ごし、再び14歳から日本で生活を送っている学生は、「二つの国を移動す
ることで得たものは大きいと思う。小学校や中学校の頃は外国人であること
を嫌だと思うことが多かったし、今でも時々思うこともある。進学や就職活
動でふりになることがあったりすると、日本人だったらと思ったりする。し
かし、日本人より有利になる点も多くあることにも気付かされた。だから、
今は日系ブラジル人であることに誇りを持てる。外国にルーツを持って様々
な経験をしたからこそ、他の外国人とスムーズに関係を作ることができた
り、世界が広がる可能性がある。そう考えられるようになったのは、自分の
『居場所』を作ることができたと思えるようになった高校時代からだ。『居場
所』ができたことで人生に希望が持てるようになり楽しくなった」と述べて
いる2）。この学生の回想で大変興味深いのは、7歳の時に家族そろってブラ
ジルに「帰る」ことになったと述べ、14歳では日本に「戻ってきた」と記し
ている点ある。本人のなかでは、日本もブラジルもまさに両方が「帰国」し
たり「戻る」国なのである。同時に本人にとっては、どちらの国の国籍をもっ
ているということよりもむしろ、どちらの国にいてもそこに「居場所」があ
ることが重要なのだといえる。このことは、将来ブラジルや日本以外の国に
移動した場合にも、もしその国で新たな「居場所」があれば、そこもまた「戻
る」対象としての新たな生活の場になるということだろう。それだけ柔軟な
生き方ができることこそが、本人が感じているような「世界が広がる可能性」
につながるといえる。

4.2　移動が生みだす「社会との繋がり」
外国につながる子どもたちの事例は、今後ますます多様化すると考えられ
るヒトの国際移動を考えるうえで、シティズンシップを多義的かつ流動的に
捉えることの必要性を示唆している。彼（女）らにとっては、特定の国に固
執することなく、生活の場と学びの場、そして仕事をする場の「市民」とし
てどのような特性を習得して、そこに「居場所」を見出すかが重要であり、
変化に対応できる柔軟性を備える必要がある。もっとも、ここまでの議論を
考えれば、従来の議論がそうであったように、「居場所」の問題は個人のア
イデンティティとして捉えられても不思議ではない。しかしながら、以下に



39

述べるように「居場所」に加えて「社会との繋がり」を考えるようになった場
合、ここでの問題は、アイデンティティの問題であるとともに、社会のメン
バーとして自分の立ち位置をどのように捉えてそこでどのような役割を果た
すかを考えるなかで、シティズンシップの問題として捉えられることにな
る。
その際に重要なのは、与えられた環境にいかに順応するかということだけ
ではなく、逆に自分から主体的にそうした変化を受け止めていくことができ
るかという主体性であろう。前述の外国につながる子どもたちの事例のなか
で、乳幼児の時から日本で過ごしたものの、両親の都合で高校進学時にブラ
ジルに帰国し、あらためて日本の大学へ進学した学生は、「二つの国のルー
ツをもつ者としての責任」という表現を用いて自身のこれまでの活動を振り
返っている。この学生の場合、日本の大学への進学は、家族は引き続きブラ
ジルに残って本人のみ単独で再来日した。大学入学後は、「高校生の時から
持っていた日系人としての責務を何かしらの形で果たさなければならないと
いう思い」から、事前に当該大学にあると調べていたブラジル人学校支援
サークルに入り、「子どもたちにできるだけ自分たちが学びたいことを学び、
働きたい分野で働けるような進路選択の場をと考え、自分たちの手で夢への
チャンスをつかめるような場にできるよう努めてきた」と活動の様子を語っ
ている3）。
南米の出身地と日本の間を移動することで両方の社会を見比べ、複数の文
化につながる者として社会との繋がりを考えようとする姿勢は、他の学生に
もみられる。小学校から中学を日本で過ごし、祖国の高校に進学するため8
年ぶりに帰国して国の貧困を目にし、こうした現状をどうにかしたいと考え
るようになった学生4）、日本で生まれ育ち、中学生になって行ったペルーで
貧しい環境のなかで生活している少年に出会って衝撃を受けた学生5）など、
いずれも異なる社会を移動するなかで「社会との繋がり方」について考える
ようになったことが影響を与えている。そして、こうした社会に対峙して自
己の責任や役割といった貢献について考えることこそ、主体性・積極性、
チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感といった「グローバル・
シティズンシップ」の要素に他ならない。
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4.3　移動に伴う戦略的な言語教育
ヒトの国際移動が活発化して起きているこうした生活や生き方に対する柔
軟な視点とそれによる旧来の発想の転換は、外国につながる子どもたちの言
語教育に対する考え方にも反映されている。前述の南米で生まれて日本に来
た子どもたちの多くが異口同音に、日本での学校生活や日常生活を送るうえ
で、日本語の習得に本当に努力したということを述べ、日本語が不自由なく
使いこなせるようになったことで得たものは大きいと記している。このこと
は、民族としての歴史や文化、アイデンティティを守るために母語教育を重
視しなければならないという考え方とは異なり、現実問題として、母語より
もむしろ、豊かで安定した生活を守るための言語を重視する傾向があること
を示している。このことについて、庄司（2010）は、日本の中華学校におけ
る「バイリンガル能力を『資産』とする方向」（庄司，2010：17）と分析し、「資
産としての言語（能力）」（庄司，2010：37–40）という見方がなされるように
なっていると説明している。南米につながる子どもたちが日本語の習得に力
点をおいていることにも、同様の背景があると考えられる。
同様のことは、日本における中華学校において、歴史と文化的伝統の保
持・伝達のための母語とともに日本語や英語も重視し、三言語教育に重点が
おかれるようになっていることにもあてはまる。杉村（2011）はそれを母語
教育の変容として捉え、中国国籍以外にも、三言語教育に期待する日本人や、
あるいはその他の国籍の生徒が入学を希望するようになっている中華学校の
現状を挙げている。そこでは、多様な背景をもつ生徒が学ぶ多文化化が起き
ており、それは木村（2006）が提示した「多言語的公共圏」を形成しているの
である。
このことは旧来の言語教育の見方を再構成する必要性を示唆している。す
なわち、従来、学校教育における言語教育の重要性はあくまでも国民国家の
枠組みにおいて語られることが圧倒的に多く、それは時として「母国語教育」
として、日系ブラジル人であればポルトガル語、日系ペルー人であればスペ
イン語、中国人であれば中国語といった固定された枠組みのなかで、母国語
がその国の国民としてのアイデンティティの象徴であるという前提のもとに
その重要性が指摘されてきた。他方、視野を拡げてその人個人としての「母
語」に焦点をあてると、国籍に関係なくポルトガル語やスペイン語、中国語



41

をそれぞれ母語とする人がおり、その人のアイデンティティや感情を最もよ
く伝える一番身近な言語として母語の重要性を指摘する場合もある。たとえ
ば、中国人としての括りでは中国語が主要言語と考えられがちであるが、本
来の母語はそれぞれの方言であり、広東語であったり福建語であったり、あ
るいは北京語であったりする。しかしながら、日本における外国につながる
子どもたちの実際の学びをみると、彼（女）らにとって最も大切なのは生活
に資する生き抜くための「資産としての言語」であり、日本においては、そ
れが彼らの「母国語」や母語ではなく、日本語なのである。そして彼（女）ら
がまた別の国や地域に移動していった場合には、その移動先の言語が彼らに
とって新たな「資産としての言語」になる。
シティズンシップの形成にも、言語教育をめぐる見方は影響を及ぼす。か
つて国民国家としてのあり方を強く意識して言語教育が重視されていた場合
には、そこでの言語教育はもちろん「母国語」教育であった。それが、多様
化が進む多民族社会おいては、それぞれの民族の母語も重視する考え方が中
心となり、母語と母国語両方を習得するバイリンガル教育等の考え方も論じ
られるようになった。しかしながらここで注目したいのは、そうした国家の
あり方を既定で不動のものとしてみる見方ではなく、移動する子どもたちに
とっては、そもそも帰属する場所そのものが国民国家の枠組みにはないので
あり、「居場所」ごとの社会において役に立つ言語を習得していくというこ
とである。
もちろん、彼（女）にとって母語も大切な言語であることに変わりはない。
たとえば、南米につながる子どもたちの場合には、自分の親とのコミュニ
ケーションは、親が日本語を話せないことが多いために、母語を理解するこ
とができないと親とのコミュニケーションが取れなくなってしまう。そのこ
とはまた別の意味での、生活のために必要な言語である。その意味で、外国
につながる子どもたちの場合には、可能な限り多様な複数言語を身に付けて
いる場合も多く、母語教育の重要性を否定しているわけではない。重要なこ
とは、言語を含む多様な文化が「動かない所与のもの」として一義的に捉え
られてきた従来の言語教育を、実は文化そのものの意味づけも変化するもの
であり、それを操る個々人がその時々のコンテクストにそって意義づけてい
くという視点で考える必要があるということである。
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5　まとめ

小論では、「グローバル・シティズンシップ」という概念を考えるにあた
り、「シティズンシップ」の多義性という問題を、異なる文化をもつある社
会から別の社会へ移動する人々を対象として考え、その社会を構成する人々
がいかに多様であるか、またそれぞれのあり方も決して固定的なものではな
く、それ自体がまた移り動く流動的な性格をもつものであることを、外国に
つながる子どもたちの教育という視点から分析した。箕浦（2012）が言う「構
築主義的文化概念」によれば、「グローバル・シティズンシップ」は、国家や
居住社会の教育政策によって固定的に捉えられるものではなく、外国につな
がる子どもたちの場合を例にとると、移動した先の社会で「居場所」を見つ
けるだけではなく、国際移動によって文化の異なる社会を必然的に比較する
なかから「社会との繋がりや貢献」を考える姿勢が生まれていることがわ
かった。こうして登場する者は、従来の「国民」とは異なる「市民」であり、
移動先の国や社会によって何らかの規制は受けながらも、その枠組みを越え
て本人の視点で活躍する新たな市民像をもつものである。
図1は、国民ではなく新たな「市民」を考える際に、従来の国家主導型の
国民育成とは異なる概念を位置づけることが必要であることを説明したもの
である。すなわち、旧来の国家の政策による一義的・固定的なシティズン
シップのもとでは、あくまでも国家主導型の人材育成や「母国語教育」が行
われるが、今日では、国家主導型とは対極にある個人の「立ち位置」によっ

図1　「グローバル・シティズンシップ」概念の位置づけ
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て個人が選び取っていくシティズンシップのあり方もある。そこでは、狭義
のマイノリティ教育のように、旧来型の固定的な見方にたち、マイノリティ
教育では少数言語を保護し学習の機会を保障することが重要であるとするな
ど、マイノリティの権利保障が優先される。しかしながら、外国につながる
子どもたちの回想にみられるように、必ずしもマイノリティにとって母語教
育が最優先となっているとは限らない。むしろ国家主導の移動先社会の「母
国語教育」を受けることが、その社会で生活するうえでの「資産」となるこ
ともある。
ヒトの国際移動が活発化する今日、シティズンシップはより多義的で流動
的なものとして捉えられる必要があり、かつそこでの「居場所」は個人の「立
ち位置」と国家の政策の両方の影響を受けていることがわかる。その構図は、
今日、国家の枠組みを越えて展開されるようになっている「トランスナショ
ナル教育」が、それぞれの連携国や社会の政策に左右されながらも柔軟な制
度運用を提案する考え方と共通する。同時に、シティズンシップは、越境に
よって「社会との繋がり・貢献」の大切さを学び取ることにも支えられてい
る。こうして、シティズンシップは、旧来の国民国家の枠組みを越えた公共
圏の文脈で語られることにより、「グローバル・シティズンシップ」になる
のである。

〈注〉
1）	 渋谷（2013：2–3）はステュワート・ホール（小笠原博毅訳）（1998）「文化的アイデン

ティティとディアスポラ」（『現代思想』第26巻第4号，青土社，90–103頁）に示され
たアイデンティティに対する普遍的で統一的な捉え方（「あるもの」）と、変遷を経て
自らを位置づける動態としての捉え方（「なるもの」）の2つを挙げている。ただし同
時に、ルートに注目することの意義を取り上げながらも、渋谷は塩原良和（2010）「『連
帯としての多文化共生は可能か？』（岩淵功一（編著）『多文化社会の〈文化〉を問う―
共生/コミュニティ/メディア―』青弓社，63–85頁）の「本質主義批判の意図せざる
帰結」という考え方を引用して、「脆弱な個人がようやく得た社会的靭帯を期せずし
て弱体化させることに加担してしまう」（渋谷，2013：5–6）懸念にも丁寧に触れてい
る。

2）	 藤永サユリ「やっと見つけた『居場所』」牛田千鶴（編）（2014）『南米につながる子ども
たちと教育―複数文化を『力』に変えていくために―』行路社，217–225頁。引用箇所
は225頁に掲載。

3）	 エバリスト・シルバ・山中　花「人と人との繋がり，その輪の中の私」牛田千鶴（編）
（2014）同上書，209–215頁。引用箇所は213–215頁に記載。

4）	 松田デレク「『移動する子ども』として日本で暮らすということ」牛田千鶴（編）（2014）
同上書，193–201頁。



44

5）	 城間ヒガパブロ正志「私はペルー人です」牛田千鶴（編）（2014）同上書，227–233頁。
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